
令和６年度 

第１回大多喜町農業委員会総会議事録 

大多喜町農業委員会 



大多喜町農業委員会議事録 

令和６年４月８日、大多喜町農業委員会会長 渡辺忠洋は、令和６年度第１回農業委

員会総会を大多喜町役場第１・２会議室に招集した。 

 

＜会議に付した議案＞ 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 非農地判断について 

議案第４号 大多喜町農用地利用集積計画について 

議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による 

農用地利用集積等促進計画について 

 議案第６号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

＜報告事項＞ 

報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第２号 利用権の中途解約に係る通知について 

報告第３号 利用権の終了について 

 

＜出席委員＞（１０名） 

  １番委員：加藤 浩明    ２番委員：中村 康之 

  ３番委員：渡邉 さなえ   ４番委員：森 久雄  

  ５番委員：井口 峰幸    ６番委員：江澤 正久 

  ７番委員：小高 一哲    ８番委員：齊藤 一生 

９番委員：矢代 とみ江   １０番委員：渡辺 忠洋 

 

＜欠席委員＞ 

   

 

＜出席職員＞ 

 【事務局長】秋山 賢次 【事務局】鈴木 健司  寺井 絵里 



 

 

事 務 局 長 

( 秋 山 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会（午後１時５９分） 

 

本日はお忙しいところご出席をいただき、ありがとうございま

す。 

ただ今から、令和６年度第１回大多喜町農業委員会総会を開会い

たします。 

本日は、１０名のご出席をいただいておりますので、農業委員会

等に関する法律第 27 条第 3 項の規定により本会議は成立いたしま

す。 

それでは、大多喜町農業委員会会議規則第５条第１項の規定により渡辺会

長に議長をお願いします。 

よろしくお願いします。 

 

（渡辺会長あいさつ） 

 

 

それでは、議事日程３の「議事録署名人の指名」について、大多

喜町農業委員会会議規則第 13 条第 2 項の規定により議事録署名人

を指名いたします。 

３番の渡邉委員と４番の森委員にお願いします。 

 

早速、議事日程４の「議件」に入らせていただきます。 

なお、質問のある方は、挙手をして許可を得た後、発言されるよ

うお願いいたします。 

議案第１号、「農地法第３条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

１頁をお開きください。 

 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」 

下記のとおり、農地法第３条の規定による転用の許可申請があっ

たので、その可否について意見を求める。 

番号３－１。所在：会所地先３筆。地目：畑。地積：8,501㎡。

譲渡人：木更津市の方。譲受人：東京都の方。事由：譲渡人/本件

土地を相続したが、耕作困難であり譲受人の希望により譲渡したい。譲受人/

譲渡人所有の土地を購入し家庭菜園、果樹の栽培を計画している。権利内

容：所有権移転。 

 

事務局からの説明は以上です。 



 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

渡 邉 委 員 

( ３ 番 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

井 口 委 員 

( ５ 番 ) 

 

渡 邉 委 員 

( ３ 番 ) 

 

 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

 

議 場 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

 

 

 

 

 

議案第１号、番号３－１については、渡邉委員が現地調査を担当されまし

たので、報告をお願いします。 

 

議案第１号、番号３－１について３月２８日午後３時に譲受人の代理人、

事務局と現地調査を行ってきましたので報告します。 

申請地は資料の位置図・案内図に示してある場所となります。 

現況は、譲渡人が耕作をしており、保全管理されておりました。 

譲受人は東京から移住してくる予定で、譲渡人が所有しているト

ラクター等も譲受けて維持管理してくそうです。しばらくは譲渡人

が指導をされるそうです。面積は広いですが、サポートもあるので

問題ないと思います 

ご審議の程お願いいたします。 

 

ご質問のある方は発言をお願いいたします。 

 

 

果樹の栽培とのことですが、何を栽培するのですか。 

 

 

いくつかの種類を栽培するそうなんですが、このエリアは有害鳥

獣の被害があるので、獣の被害にあいづらい作物、栗、梅を植える

予定だそうです。 

 

作付け予定作物として、豆類、根菜類、ジャガイモ、果樹として

みかん、オリーブ、ブルーベリーを予定しています。 

 

他に質問はありますか。 

それでは特にご質問がないようですので、番号３－１について許

可することとしてご異議ございませんか。 

 

―――― 「異議なし」の声あり ―――― 

 

異議なしと認め、番号３－１につきましては許可することで決

定いたします。続きまして、「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。なお、本案件の５－１は○○委員の法人が関係す

る案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」の

規定により、当該案件の審議の開始から終了までは○○委員には退室してい

ただきます。 

 



 

 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

 

矢 代 委 員 

( ９ 番 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

事務局の説明をお願いします。 

 

２頁をご覧ください。 

議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」 次のとお

り、農地法第５条の規定による許可申請があったので、その可否に

ついて意見を求める。 

 番号５‐１。所在：横山地先２筆。地目：田。地積 840 ㎡。譲渡

人：町内の方。譲受人：町内の方。転用事由：申請地の隣接地に観

光バラ農園を設置し、収益化を目指す。本事業を行うことで、地域

の雇用の増加に貢献できると考える。このため、隣接の許可済み地

と一体として、申請地を来客者用及び従業員用の駐車場として転用

する。埋立等は行わず、整地のみとする。転用を伴う賃借権設定。 

 事務局からの説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。 

議案第２号、番号５－１については、矢代委員が現地調査を担当してくだ

さいましたので、報告をお願いします。 

 

議案第２号 番号５－１について、３月２７日午後に譲受人、事務局と現

地調査を行ってきましたので報告します。 

申請地は資料の位置図・案内図に示してある場所となります。 

現況は、保全管理されております。 

申請地の間にある土地は、以前許可されている土地です。 

整地し砕石を敷くそうです。排水路がありますが影響はないで

す。 

観光バラ農園のオープンに向けて、バラは多少植栽はされており

ますが、準備段階だそうです。 

問題はないと思います。 

ご審議の程お願いいたします。 

  

ご質問のある方は発言をお願いいたします。 

 

駐車場の車が停められる台数は何台でしょうか。 

 

５５台です。 

 

 

他に質問はありますか。 

質問が無いようですので、番号５‐１について許可することとしてご

異議ございませんか。 



 

議 場 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

 

 

 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

渡 邉 委 員 

( ３ 番 ) 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

井 口 委 員 

( ５ 番 ) 

 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

 

―――― 「異議なし」の声あり ―――― 

 

異議なしと認め、番号５‐１につきましては許可することで決定

いたします。 

○○委員の入室を認めます。 

引き続き議案第２号、番号５－２の審議に入ります。 

事務局の説明をお願いします。 

 

番号５‐２。所在：弓木地先２筆。地目：畑。地積 275 ㎡。譲渡

人：町内の方。譲受人：東京都の方。転用事由：本件土地に隣接す

る譲渡人所有の宅地建物を取得し、ペットと宿泊できる民泊の運営

を計画しており申請地にドッグランを設置したい。又本件土地に宿

泊専用のドッグランを設置することで付加価値を加え集客に繋げ

ていくと考える。利用は 1 日 1 組限定になる為、お客様同士のトラ

ブルの心配はなく、犬同士の喧嘩や鳴き声での近隣への迷惑等も心

配ない。敷地は造成等の必要はなく周囲にドッグラン用フェンスを

設置する。転用を伴う賃借権設定。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議案第２号、番号５－２については、渡邉委員が現地調査を担当してくだ

さいましたので、報告をお願いします。 

 

議案第２号 番号５－２について、３月２８日午後２時に代理人、事務局

と現地調査を行ってきましたので報告します。 

申請地は資料の位置図・案内図に示してある場所となります。 

現況は、現況写真のとおりです。 

保全管理されており、排水についても問題はなく、周りにはドッ

グラン用のフェンスを作るそうです。 

問題はないと思います。 

ご審議の程お願いいたします。 

  

ご質問のある方は発言をお願いいたします。 

 

 

近隣に住んでいる方とはどれくらい離れているのでしょうか。 

 

 

５０メートル位はなれています。 

 



 

井 口 委 員 

( ５ 番 ) 

 

渡 邉 委 員 

( ３ 番 ) 

 

井 口 委 員 

( ５ 番 ) 

 

矢 代 委 員 

( ９ 番 ) 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

 

議 場 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬の鳴き声は大丈夫なのでしょうか。 

 

 

５０メートル離れていれば大丈夫だと思います。 

 

 

ドッグラン用のフェンスなんですが、逃げ出した案件があったと思うので

近隣に迷惑が掛からない様に注意出来ないのでしょうか。 

 

事業計画書の中に近隣への鳴き声等の心配はないと記載されているので、

それほど心配はないのでしょうか。 

 

他に質問はありますか。 

質問が無いようですので、番号５‐２について許可することとしてご

異議ございませんか。 

 

―――― 「異議なし」の声あり ―――― 

 

異議なしと認め、番号５‐２につきましては許可することで決定

いたします。 

 

議案第３号「非農地判断について」を議題といたします。事務局の説明を

お願いします。 

 

３頁をご覧ください。 

議案第３号「非農地判断について」 次の土地は、調査の結果農地

法第２条第１項の農地に該当しない土地であることが確認された

ため、非農地の判断について審議を求める。 番号６‐１。所在：

大戸地先４筆。地目：田及び畑。地積 1,555 ㎡。利用状況：大戸○

○の現況は、筆一面にタケや雑木が繁茂していたため、非農地とし

て判断した。大戸○○の現況は、草刈りされていたものの、大水の

際には必ず水に浸かり、耕作機械が入るための道もないため、耕作

不能と判断し、非農地とした。大戸○○は川沿いに位置し、大水の

際には水に浸かりゴミや土砂が体積して農地としては復元できな

いとして非農地判断した。大戸○○は筆の半分程度にタケや雑木が

繁茂しており、面積も小さく耕作困難なため、非農地として判断し

た。 

 事務局からの説明は以上です。 

 



議 長 

(渡辺会長 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 場 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

 

 

 

 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

(渡辺会長 ) 

 

 

 

 

事務局からの説明が終わりました。 

議案第２号、番号 

６－１については、私が現地調査を担当しましたので報告をします。 

 

議案第３号 番号６－１について、事務局の説明したとおりです。 

川が増水すると、潜ってします土地ですが、それが非農地に当た

るかは別の話なのですが。 

ご審議の程お願いいたします。 

  

ご質問のある方は発言をお願いいたします。 

 

それでは特にご質問がないようですので、番号６‐１について許

可することとしてご異議ございませんか。 

 

―――― 「異議なし」の声あり ―――― 

 

異議なしと認め、番号６‐１につきましては許可することで決定

いたします。 

 

続きまして、議案第４号「大多喜町農用地利用集積計画について」を議題

といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

４頁をご覧ください。 

 議案第４号農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条第

１項の規定による農用地利用集積計画案の作成にあたり、大多喜町長から決

定を求められたので、次のとおり審議を求める。 

新規の案件が１件です。 

番号６－１ 所在：小土呂地先１筆。地目：田。地積：1,622 ㎡。

貸付人：町内の方。借受人：長南町の５７歳の方。10a 当り 6,000

円。期間：3 年間 

なお、借受人の農業用機械等の状況は備考欄に記載のとおりです。 

事務局からの説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。 

ご質問のある方は発言をお願いいたします。 

 

ご質問がないようですので、議案第４号は原案どおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

 



議 場 

議 長 

(渡辺会長 ) 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

議 長 

(渡辺委員 ) 

議 場 

議 長 

(渡辺委員 ) 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

―――― 「異議なし」の声あり ―――― 

異議なしと認め、議案第４号は原案どおり決定することとしま

す。 

続きまして、議案第５号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条

第３項の規定による農用地利用集積等促進計画について」を議題といたしま

す。なお、本案件の６－１は加藤委員自身が関係する案件ですので、農業委

員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」の規定により、当該案件の

審議の開始から終了までは○○委員には退室していただきます。 

事務局の説明をお願いします。 

５頁をご覧ください。 

 議案第５号「農農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規

定による農用地利用集積等促進計画について」次のとおり、促進計画案に

ついて審議を求める 

番号６－１ 所在：会所地先１筆。地目：畑。地積：4,789 ㎡。貸

付人：町内の方。借受人：町内の方。転貸人：千葉県園芸協会。借

賃：ハーブ 1 ㎏。期間：5 年間。切替の案件です。 

事務局からの説明が終わりました。 

ご質問のある方は発言をお願いいたします。 

ご質問がないようですので、議案第５号 番号６－１は原案どおり

決定することにご異議ございませんか。 

―――― 「異議なし」の声あり ―――― 

異議なしと認め、議案第５号 番号６－１は原案どおり決定する

こととします。 

加藤委員の入室を認めます。 

引き続き議案第５号、番号６－２以降の審議に入ります。 

事務局の説明をお願いします。 

今回は、５件の案件があり、新規４件切替１件となっております。 

詳細は、資料のとおりとなっております。 

事務局からの説明は以上です。 

事務局からの説明が終わりました。 



齊 藤 委 員 

( ８ 番 ) 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

議 長 

(渡辺委員 ) 

議 場 

議 長 

(渡辺委員 ) 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

議 長 

(渡辺委員 ) 

中 村 委 員 

( ８ 番 ) 

ご質問のある方は発言をお願いいたします。 

委員になったばかりでわからないのですが、転貸人がいるのはど

ういうことなのでしょうか。 

法律に基づき、転貸人として農地中間管理機構が入ることとなっ

ております。 

来年の４月からは、議案の全号の農用地利用集積計画は利用できなく

なり、こちらの方式のみになります。 

他に質問はありますか 

ご質問がないようですので、議案第５号は原案どおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

―――― 「異議なし」の声あり ―――― 

異議なしと認め、議案第５号は原案どおり決定することとしま

す。 

ここで議案第６号に入る前に、推進委員の配点の集計が終わっていないた

め暫時休憩とします。 

続きまして、議案第６号「大多喜町農地利用最適化推進委員の委嘱につい

て」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

９頁をご覧ください。 

議案第６号「大多喜町農地利用最適化推進委員の委嘱について」 

大多喜町農地利用最適化推進委員について、下記のとおり委嘱する。 

集計結果は、お配りしてある資料のとおりとなっております。 

なお、総元地区を希望している方が３名上位１０名に入っており

ますがいかがいたしましょうか。 

事務局からの説明は以上です。 

事務局からの説明が終わりました。 

ご質問のある方は発言をお願いいたします。 

計画策定があるようなので地域を知っている方を委員にした方が

良いのではないでしょうか。 



矢 代 委 員 

( ９ 番 ) 

 

事 務 局 長 

( 秋 山 ) 

 

中 村 委 員 

( ８ 番 ) 

 

議 長 

(渡辺委員 ) 

 

矢 代 委 員 

( ９ 番 ) 

 

議 長 

(渡辺委員 ) 

 

中 村 委 員 

( ８ 番 ) 

 

事 務 局 

( 鈴 木 ) 

 

 

 

議 長 

(渡辺委員 ) 

 

議 場 

 

議 長 

(渡辺委員 ) 

 

 

 

 

 

事 務 局 

( 寺 井 ) 

順位どおりの上位１０名でよろしいのではないでしょうか。 

 

 

なぜ地区外の人が調査等に来ているのかという問合せもありま

すので、考慮をしてもらいたいと思います。 

 

地区を考慮するならするし、しないなら上位１０名を選考するし

かないと思います。 

 

順位を優先するのか、地域を優先するかで決まると思います。 

 

 

順位でやるのか、地域で決めるのかを決めなくてはいけないので

はないでしょうか。 

 

地域計画の策定があるので、地元とのかかわりが必要なので、地

区ごとを優先して、順位を考慮して決定するしかないと思います。 

 

順位どおりで決めて、希望の地区以外を出来る方がいればいいの

ではないでしょうか。 

 

総元地区を希望している方に希望地区以外でいいか、確認をさせ

ていただき、問題ないということであれば、順位どおりで決定し出

来ないということであれば、次点の方にするということでいかがで

しょうか。 

 

議案第６号は、事務局の提案で決定することにご異議ございませ

んか。 

 

―――― 「異議なし」の声あり ―――― 

 

議案第６号は、事務局の提案で応募者に確認後、事務局と私で相

談し決定することとします。 

 

議件は以上でございます。 

 

それでは議事日程 5「報告事項」について事務局よりお願いいた

します。 

 

 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による相続の届出



議 長 

(渡辺委員 ) 

事 務 局 

( 鈴 木 ) 

議 長 

(渡辺委員 ) 

事 務 局 長 

(秋山課長 ) 

について、次のとおり、受理したことを報告する。 

資料のとおり３件の届出を受理しました。 

あっせんの希望はありませんでした。 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による中途解約に係

る通知を受理したので報告する。 

資料のとおり２件の届出を受理しました。 

報告第３号 

利用権の終了（農用地利用集積計画）について、次のとおり、通知があった

ことを報告する。 

資料のとおり２件連絡がなかった為満了処理をしました。 

報告事項は以上となります。 

以上、報告事項でございますので、ご了承いただきたいと思いま

す。 

続きまして議事日程６「その他」に入ります。 

事務局何かございますか 

ありません。 

以上をもちまして議長の職を解かせていただきます。ご協力あり

がとうございました。 

以上をもちまして、本日の総会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

閉 会（午後３時４９分） 






